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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第１区分
【発行日】平成29年12月21日(2017.12.21)

【公表番号】特表2017-500002(P2017-500002A)
【公表日】平成29年1月5日(2017.1.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-001
【出願番号】特願2016-522111(P2016-522111)
【国際特許分類】
   Ａ２４Ｆ  47/00     (2006.01)
   Ａ２４Ｂ  15/32     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ２４Ｆ   47/00     　　　　
   Ａ２４Ｂ   15/32     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年11月10日(2017.11.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　喫煙物品（１０１，１０２）であって、
　　エアロゾル形成基体（１０６，１１１）と、
　　前記エアロゾル形成基体を加熱するが燃焼はしないように構成された発熱体（１０４
，１１３）と、
　　前記エアロゾル形成基体に追加される風味前駆体化合物であって、前記風味前駆体化
合物が、前記発熱体による前記エアロゾル形成基体の加熱に伴い、チオール含有風味化合
物を放出するものとを含む、喫煙物品。
【請求項２】
　前記チオール含有風味化合物が硫化水素またはメタンチオールである、請求項１に記載
の喫煙物品。
【請求項３】
　前記風味前駆体化合物が次の構造を持つ、請求項１または２に記載の喫煙物品。

【化１】

　　　　　　　　　　　　　（Ｉ）、
　式中、
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　　Ｒ1はＯＨまたはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ2はＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ3はＨまたはＣ１－Ｃ３非置換型アルキルであり、
　　Ｒ4は随意で、存在する場合にはＣ１－Ｃ３非置換型アルキルであり、
　　ｘは１～３の整数である。
【請求項４】
　前記風味前駆体化合物が次の構造を持つ、請求項１または２に記載の喫煙物品。
【化２】

　　　　　　　　　　　　　（ＩＩ）
　式中、
　　Ｒ1はＯＨまたはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ2はＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ3がＨ、Ｃ１－Ｃ３非置換型アルキルまたはシステイン残基であり、
　　ｘは１～３の整数である。
【請求項５】
　Ｒ1がＯＨまたはグリシン残基、Ｒ2がＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはグルタミン酸残基、
Ｒ3がＨまたはＣＨ3、ｘが１または２である、請求項４に記載の喫煙物品。
【請求項６】
　前記風味前駆体化合物が次の構造を持つ、請求項１または２に記載の喫煙物品。

【化３】

　　　　　　　　　　　　　（ＩＩＩ）
　式中、
　　Ｒ1はＯＨまたはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ2はＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはアミノ酸残基であり、
　　ｘは１～３の整数である。
【請求項７】
　Ｒ1がＯＨまたはグリシン残基、Ｒ2がＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはグルタミン酸残基、
およびｘが１または２である、請求項６に記載の喫煙物品。
【請求項８】
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　前記風味前駆体化合物が次の構造を持つ、請求項１または２に記載の喫煙物品。
【化４】

　　　　　　　　　　　　　（ＩＶ）
　式中、
　　Ｒ1はＯＨまたはアミノ酸残基であり、
　　Ｒ2はＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはアミノ酸残基である。
【請求項９】
　Ｒ1がＯＨまたはグリシン残基、Ｒ2がＨ、Ｃ（Ｏ）ＣＨ3、またはグルタミン酸残基で
ある、請求項８に記載の喫煙物品。
【請求項１０】
　前記風味前駆体化合物がシステイン残基を含む、請求項１または２に記載の喫煙物品。
【請求項１１】
　前記風味前駆体化合物が、システイン、シスチン、グルタチオン、メチオニン、ＤＬメ
チオニンメチルスルホニウム、Ｎ－アセチルシステイン、Ｓ－メチルシステイン、ＤＬ－
ホモシステイン、Ｎ－アセチルメチオニン、ファルネシル－Ｍｅｔ－Ｏｍｅ、アルブミン
および２－ヒドロキシ－４－（メチルチオ）酪酸から構成される群から選択される、請求
項１または２に記載の喫煙物品。
【請求項１２】
　前記エアロゾル形成基体がたばこを含む、請求項１～１１のいずれか１項に記載の喫煙
物品。
【請求項１３】
　前記たばこおよび前記風味前駆体化合物の加熱の結果、フルフリルチオールが生成され
る、請求項１２に記載の喫煙物品。
【請求項１４】
　前記風味前駆体化合物が硫化水素またはメタンチオールを約２００℃～約４５０℃の温
度で放出するよう構成された、請求項１～１３のいずれか１項に記載の喫煙物品。
【請求項１５】
　ニコチンまたはニコチン源をさらに含む、請求項１～１４のいずれか１項に記載の喫煙
物品。
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